
警 察 広 報 令 和 ６ 年 １ １ 月 号

0178-76-2013作成日：R6.10.30 ☎：

青森県内 月末現在10 当所管内 １０月中の発生件数

認知件数 79件（前年比±０件）

被 害 額
約12,962万円

(前年比－15,061万円)

物件事故 １件(前年比－１件)

人身事故 １１件(前年比－５件)

１０月中、当所管内におい

て、万引き１件を含む

窃盗事件 ３件
を認知しています。

皆様も少しのお出かけでも鍵掛けを
するなど、自主防犯し、被害の未然防
止にご協力をお願いします。

１１月１２日から２５日までは女性に対する暴力をなくす運動期間です。
暴力は性別に関わらず、決して許されるものではありませんが、女性が

被害者になることが多いため、「パープルリボンバッジ」等を活用して暴力は許され
ない行為であるとの社会認識を醸成し、被害者や関係者がためらうことなく相談で
きるようにすることを目的とする運動です。
女性に対する暴力のうち、「配偶者から暴力を受けたことがある」いわゆる

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）
の相談件数は年々増加し、現在では４人に１人の女性がＤＶ被害を受けていること
になります。自分が悪いなんて思わず、すぐ相談して下さい！

犯罪被害者等が置かれている状況や
犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏へ
の配慮の重要性について、国民の理解
を深めることを目的として、毎年 11/25
から 12/1 までの１週間が「犯罪被害者
週間」と定められています。
身近な人が犯罪や交通事故の被害に

遭ったとき、その人にどんなつらさが
あり、あなたはどう支えられるのか、考
えてみませんか。

犯罪被害給付制度とは、「殺人
等の故意の犯罪行為により不慮の
死を遂げた被害者の遺族、又は身
体に傷害等を負わされた被害者の
方」に対して、国が犯罪被害者等
給付金を支給し、精神的、経済的
打撃の緩和を図り、再び平穏な生
活を営むことができるよう支援す
るものです。
ただし、親族間犯罪など支給さ

れない場合もあります。
～詳しくは県警ＨＰへ！～

夕
暮
れ
か
ら
夜
間
に
か
け
て
交
通
事

故
が
多
発
す
る
傾
向
に
あ
り
、
中
で
も

高
齢
者
の
被
害
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

歩
行
者
の
皆
さ
ん
へ

・
横
断
歩
道
の
利
用

・
見
え
や
す
い
服
装

・
慎
重
な
横
断

運
転
者
の
皆
さ
ん
へ

・
早
め
点
灯
（

時
か
ら
）

15

・
遅
め
の
速
度

・
上
向
き
ラ
イ
ト

交
通
ル
ー
ル
を
守
り
、
事
故
を
起
こ

さ
な
い
、
事
故
に
遭
わ
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。


